単価契約仕様書

環境政策局埋立事業管理事務所
（担当 田村、香山　電話572-8465）
	件名
	（単価契約）東部山間埋立処分地　軽油（タンクローリー搬入）

令和８年７月分、８月分、９月分

	形状・寸法
	軽　　油

	予定数量
	約５，０００リットル（数量については増減する場合がある）

	契約期間
	令和８年７月１日　～　令和８年９月３０日

	契約条件
	１　搬入場所

京都市伏見区醍醐上山田１番地（総合管理事務所・大型車庫）

京都市伏見区醍醐陀羅谷他　　（埋立処分地）

２　仕　様

種類　軽油

規格　特記なし

３　予定数量

予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。
４　搬入日時

埋立事業管理事務所の指定する日、時間であること。
５　搬入回数

週１回とする。ただし、緊急時に即刻手配搬入ができること。

６　１回当たりの搬入量

約４００リットルとする。（多少の増減あり。）

７　搬入先

埋立事業管理事務所（大型車庫棟他）及び処分地（埋立事業管理事務所受付所より約5ｋｍ先）の埋立事業管理事務所が指示する場所に搬入できること。

　総合管理事務所・大型車庫（デンヨー発電機1台含む）3台

　埋立処分地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　12台

※台数は増減する場合がある。

８　その他

ローリー車の搬入とし、搬入については埋立事業管理事務所の指示に従うこと。

詳細については、埋立事業管理事務所の指示に従うこと。
免税軽油の取扱い業者であること。
９　支払いについて

毎月払いとする。
免税軽油分の請求については、契約単価から免税分を差し
引いた金額とする。


